
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
十
二
及
び
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
六
項
並
び
に
道
路
交

通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
項
第
一
号
ハ
及
び
第
四
項

第
一
号
ハ
並
び
に
第
三
十
七
条
の
六
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
九
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

古
屋

圭
司

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
国
籍
等
」
の
下
に
「
（
以
下
「
国
籍
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
国
籍
」
を
「
国
籍
等
」
に
改
め
る
。

（
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）



第
二
条

届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
国
籍
等
」
の
下
に
「
（
以
下
「
国
籍
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
国
籍
」
を
「
国
籍
等
」
に
改
め
る
。

（
運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
表
一
の
項
中
「
零
以
下
」
を
「
七
十
六
以
上
」
に
改
め
る
。

（
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
国
籍
」
を
「
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五

に
規
定
す
る
国
籍
等
」
に
改
め
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
受
け
た
道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
の
結
果

に
つ
い
て
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
五
年
内
閣
府
令
第
二
号
。
以
下
「
改
正
府

令
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
（
以
下
「
旧
府
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
が
零
以
下
で
あ
る
者
は
、
改
正
府
令
に
よ
る
改
正
後
の

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
が
七
十
六

以
上
で
あ
る
者
と
み
な
し
、
旧
府
令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
が
零
を
超
え
る
者
は
、
新
府
令

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
が
七
十
六
未
満
で
あ
る
者
と
み
な
す
。


